
建設リサイクル法運用フロー図(民間工事)

別表
建築物の解体 床面積の合計８０㎡以上

Ｎｏ 建築物の新築･増築 床面積の合計５００㎡以上

建築物の修繕･模様替え 請負代金の額1億円以上

Ｙｅｓ

　Ｙｅｓ（解体→有、再資源化→有）

特定建設資材廃棄物
・コンクリート塊 注：分別解体等の義務
・建設発生木材 注：特定建設資材廃棄物の再資源化義務

Ｎｏ 　（木材が廃棄物になったもの。伐木材、伐根材等除く） （再資源化施設へ搬出しなければならない。)

・アスファルト･コンクリート塊

（建設リサイクル法による）
　Ｙｅｓ（解体→無、再資源化→無）

特定建設資材
・コンクリート（生コン・無筋コンクリート二次製品等）

Ｎｏ ・コンクリート及び鉄から成る建設資材（有筋コンクリート二次製品等）

･木材
・アスファルト混合物

説明書と書面、工程表を保管
提出

Ｙｅｓ：速やかに届出を行う
提出

Ｎｏ

(工事に着手の７日前までに提出）
福井市内の工事は福井市へ提出

不備：（着手までに勧告）

変更命令

適正　(命令の解除)

Ｎｏ

不備 Ｙｅｓ
助言・勧告、命令 （廃棄物処理法による）

適正　(命令の解除) 報告書の徴収

立入検査

Ｎｏ

Ｙｅｓ

提出

不適正 提出
申告

適正

　　　特定行政庁 発注者 請負者　　　　発注者

排出事業者は､産業廃棄物の処理を他人
に委託する場合､収集運搬業者､処分業者
とそれぞれ委託契約書により行わなけれ
ばならない。

福井市以外の工事の場合は、
福井県ホームページ参照

＊着手前に届出事項に変更が生じた場合又
は変更命令により変更届出が必要な場合に
は、変更届出書を作成。

説明書を作成(工程表含む）

建設リサイクル法第13条関係様式１～３
を作成

スタート

請負代金500万円
以上の工事〔その
他の工作物（土木
工事等〕である。
(建築は別表）

特定建設資材の
いづれかを使用
する工事である。

特定建設資材廃
棄物のいづれか
を解体する工事で
ある。

建設リサイクル法対象工事

説明書により説明を受ける

届出書を作成

産業廃棄
物がある。

マニフェスト記入

工事施工：
分別解体等実施義務
再資源化等実施義務

建設リサイクル法第13条
及び分別解体省令第4条
に基づく書面の記載内容
に変更が生じる。

建設リサイクル法第13条関係様式１～
３を作成

工事完成

当該再資源化等の実施状況に関する記
録を作成し、これを保存しなければならな
い。

ＥＮＤ

建設リサイクル法対象工事の場合
再資源化等報告書を作成

産業廃棄物がある場合  マニフェストＥ票
(写し)　委託契約書（写し）
各マニフェストは５年間保存

発注者

発注者 受注者契約

契約

工事施工

工事完成

特定行政庁

再資源化等が適正
に処理されたか確認当該工事を調査

土木工事：技術管理課

建築工事：建築指導課

審　　　査

受　　　理

パトロール実施

現場調査に協力

調　　査 是　　正

調査完了

途中で対象工
事になった

是　　正

変更契約


